
資料４－１ 

特定個人情報保護委員会（第６回）議事概要 

 

１ 日時：平成２６年２月１４日（金）１３：３０～１５：００ 

２ 場所：特定個人情報保護委員会委員会室（三会堂ビル 8階） 

３ 出席者：堀部委員長、阿部委員、手塚委員 

      其田事務局長、松元総務課長 

      内閣官房 社会保障改革担当室 水町参事官補佐 

４ 議事の概要 

（１）議題１：特定個人情報保護評価について 

  特定個人情報保護評価指針（素案）について 

事務局から配布資料について説明があった。 

手塚委員から「前回の意見が反映されていてよくなったと思うが、重点項

目評価書と全項目評価書は単純に項目数が増えたのか、内容的にも変わって

いるのか、違いを分かりやすくすべきだ」という旨の発言があった。 

手塚委員から「全項目評価を実施していた機関で重大事故が発生した場合

は評価の再実施がなされるが、パブコメをしないとすると、透明性をどう担

保するのか。ここだけ見ると、重大事故が起こってもパブコメなしでよいと

なってしまうように見える」という旨の発言があり、事務局から「法律上、

再実施は重大な変更のあった時となっている。重点項目評価を実施していた

ところに、重大事故が発生すれば、全項目評価を行わなければならなくなる。

例示された、全項目評価を行っていた者が重大事故を起こした場合は、その

ままでよいということにはならない。監督の手段を用いることや、評価実施

機関が再発防止策を講じることが見込まれ、評価書の重要事項について書き

換えを行う必要があるため、事実上の再実施となると考える。そのあたりは

解説において意図を書いておくことがいいと考えられる」という旨の発言が

あった。 

阿部委員から「全項目評価を行っている団体に重大事故が発生した場合の

評価について、指針に記載しておく方が良いのではないか。解説だけでは入

り口がわからない。全項目評価実施機関が重大事故を発生させた場合に、そ

のリスク対策が重大な変更を伴う場合には、再実施になる旨の記載を入れて

おいた方が良い」という旨の発言があり、事務局から「「重要な変更」のと

ころにそのような旨を記載することはできる。案文は整理したいが、別表に

記載されている重要な変更に当たる場合は再度評価の手続きをやり直す、と

いうことが法律の要請する手続きである。重大事故が発生した時は、システ

ムの変更やリスク対策の変更が必要であるという記載を入れることが考え

られる」という旨の発言があった。堀部委員長から「今出た意見を踏まえて

ご検討いただきたい」という旨の発言があり、基本的な方向性については了



解を得たが、上記意見の該当部分につき引き続き検討することとなった。 

 

特定個人情報保護評価に関する規則の考え方について 

事務局から配布資料について説明があった。 

阿部委員から「法第 27 条第 1 項に規定される評価書が全項目評価書だと

いうことであるが、「全項目評価書」という言葉を規則上入れるべきではな

いか」という旨の発言があり、事務局から「法律で定義されているものを規

則でまた別の定義を置くことが可能かという問題がある。指針ではそういっ

たやり方もあり得るが、規則となると法令との並びで規定することになる。

指針には、明確性のために全項目評価書という言葉を入れたもので、法律、

規則、指針を通して読めば分かるようにはなっている」という旨の説明があ

った。堀部委員長から「法律との関係でどう規則に定めるかということもあ

る。他の用例を調べてほしい」という旨の発言があり、事務局から「どのよ

うにすれば適切か再度検討する」という旨の発言があった。 

手塚委員から「ＰＤＣＡサイクルのようなものを評価に取り入れるべきで

はないか」という旨の発言があり、事務局から「ＰＤＣＡのとらえ方として

は、事前評価という表現だが、重大事故が発生して新しくリスク対策をとる

ときに、変更を行うということになる」という旨の発言があった。手塚委員

から「重大事故が発生した場合には反省を促したいが、ここだけ読むと軽く

読めるように思う」という旨の発言があった。事務局から「監視・監督の仕

組みを検討しているため、そういったところに盛り込めるかも含めて検討し

たい」という旨の発言があった。 

堀部委員長から「本日の意見を反映させたうえで、パブリックコメントの

実施に向けて準備を進めてほしい」という旨の発言があった。 

 

行政手続オンライン化法に基づく主務省令について 

事務局から配布資料について説明があった。 

手塚委員から「電子署名の導入を図ることができるか、将来的に検討して

いただきたい。それにより、成りすましと文章の改ざん等のチェックが可能

である」という旨の発言があり、事務局から「システムは内閣官房が作って

いるため、要望は伝えていきたい」という旨の発言があった。 

 

（２）その他 

事務局による、監視監督業務に関する海外調査の予定及び手塚委員の海外渡

航の予定について報告があった。 

以上 

 


